
令和 5 年度事業計画書 

自 令和 5年 4月 1日 

至 令和 6 年 3月 31 日 

 

近年の地球温暖化に伴う気候変動による降雨の増大や、懸念される巨大地震の発生に対し、 

国土の安全性の向上を図り、民生の安定と公共の福祉の増進を図るため、都道府県、市町村

等の当協会への要望を把握し、防災、災害復旧に対し、真に国民から期待される事業活動を

展開する。 

 以上の観点を踏まえ、令和 5 年度事業計画は次のとおりである。 

 

１．調査研究事業 

防災、災害復旧に関する情報の収集、解析、公表等を行う。 

・全国各地で頻発する災害の情報を収集整理する。 

・災害復旧に関わる応急復旧を含む災害査定の仕組み、事例、設計積算基準等の調査研

究を行う。 

・令和 4 年に災害復旧事業として採択された主要な災害採択事例について、被災原因  

及び復旧計画、並びに、災害復旧工法の設計手法を調査研究する。その成果を毎年出版し

ている「令和 4 年発生災害採択事例集」及び「災害復旧工事の設計要領令和 5 年」の編

集に反映し、研修セミナーに活用する。 

・｢美しい山河を守る災害復旧基本方針｣（平成 30 年 7 月）の改定に向けて、情報の収

集、解析等を行う。 

・円滑かつ迅速な災害復旧事業の実施に寄与するため、被災地方公共団体からの要請に

基づいて、調査測量・設計業務の実施における工程・品質管理などを支援する。 

・公共土木施設の維持管理、災害査定時における被災状況・原因説明等に役立つ維持管

理マーカー（プレート）のデータ保全等を行う。 

 

２．情報交換等推進事業 

（１） ホームページによる情報提供 

Web サイト｢全国防災協会｣により、防災・災害復旧に関する各種の情報を当協会の会員

及び一般国民に広く提供する。 

 

（２）月刊「防災」の発行 

月毎に、防災・災害復旧に係る政策、施策、対策、事業等に関する情報を、会員、行政関

係者、研究者等の読者のニーズに添って収集整理し、月刊｢防災｣を編集・発行する。月間

｢防災｣はホームページに掲載し、会員のみならず広く国民に情報提供する。 

 

３．技術専門家等派遣事業 

（１）災害復旧技術専門家の派遣 



災害が発生した場合、被災地における地方公共団体の災害対応を支援するため、災害復

旧技術専門家を被災現地に派遣し、支援・助言、災害調査等を行う。なお、一定規模以上

の大規模な災害が発生した場合には、特定費用準備資金を活用し、無償で災害復旧技術専

門家の派遣等を行う。 

また、地方公共団体等が開催する災害復旧事業に関する講習会等に講師として派遣する。 

 

（２）災害復旧技術専門家派遣制度運営委員会、全国会議等の開催 

  災害復旧技術専門家の派遣を的確に実施するため、災害復旧技術専門家派遣制度運営委

員会を設置し、技術専門家派遣制度要綱に基づく認定登録審査、派遣技術専門家選定等を

行う。 

また、技術専門家の技術力の維持・向上、派遣制度をより一層効果的・効率的に運営する

ため、災害復旧技術専門家ブロック代表者会議（全国会議）及び災害復旧技術専門家会議

（地方ブロック会議）を開催する。これらの活動に要する経費には、特定費用準備資金を

充てる。 

 

（３）水防専門家の派遣 

水防活動の核となる水防団の水防知識及び技術の向上を支援するため、水防専門家派遣

制度により、水防技術を指導する専門家を派遣し指導・助言を行う。 

 

４．地域防災力向上支援 

地域住民の避難行動、危機管理のあり方等について、防災に係る最新情報に関するセミ

ナーを地域毎に開催し地域防災力の向上を図る。 

 

５．わが国の災害誌 

  「わが国の災害誌」は、過去約 10 年間に起こった自然災害をまとめ、第一編（昭和 40 

年発行）から第五編（平成 27 年度発行）まで刊行され、防災行政に活用されている。 

令和 5 年度は、特定費用準備資金を活用して第六編（対象期間：平成 26 年～令和 5 年）

の発行に向けて、情報収集、調査等を行う。 

 

６．キャンペーン事業 

（１）災害復旧促進のための全国大会の開催 

再度災害の防止による国民の安全を確保するため、迅速かつ円滑な災害復旧制度の拡充 

と事業の促進を、国会、政府及び広く国民に呼びかけるため、全国大会を開催し、災害復 

旧の促進に関する要望を決議し要望活動を継続実施する。 

 

（２）その他 

➀ 水防月間への協賛 

    国土交通省が主催する「水防月間」に協賛する。 

➁ 水防訓練への参画 



地方整備局などが主催する水防訓練に参画する。 

  ➂ 川の日記念事業への参画 

川の日記念事業に参画する。 

  ➃ 防災週間への参画 

     毎年９月上旬頃に実施される防災週間と、それに合せて行われる行事等に参画する。 

  ➄ 防災・災害復旧関係団体への協力・支援 

         防災・災害復旧関係団体が実施する各種キャンペーン、行事等に協力・支援する。 

  ➅ 濱口梧陵国際賞への協力 

濱口梧陵国際賞の実施について協力する。 

➆ 関東大震災 100年イベントへの協力 

国土交通省が主催する関東大震災 100 年イベントの実施について協力する。 

➇ 広報活動 

防災・災害復旧の適正化や防災意識の向上に向け、月刊｢防災｣などにより広報活動

を行う。 

 

７．研修・セミナー事業 

（１）災害復旧実務講習会の開催 

災害復旧事業の実務に携わる方々を対象に、災害復旧制度、工法等の実務に関する講

習会を東京で開催する。 

 

（２）防災セミナーの開催 

    危機管理のあり方等について、防災に関する国内外の最新情報に関するセミナーを東

京で開催する。 

 

８．功労者表彰 

災害復旧事業及び災害防止事業に関し、特に功労のあった個人・団体を表彰する。 

 

９．図書出版事業 

  地方公共団体が災害査定を受けるに当たり、必要な査定設計書を作成するための標準的

な歩掛を収録した「令和 5 年度災害査定設計標準歩掛表」、災害査定を的確、迅速に実施す

るため毎年改訂している｢災害査定の手引き｣を編集発行する。 

   

１０．受託・研究 

公益事業の事業実施に支障を及ぼすおそれがない範囲で、防災・災害復旧に関する受託 

調査・研究を行う。 

 

※ 各事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況等に応じて、テレビ会議等

を活用することとする。 


